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５２０名もの尊い命が犠牲に あの御巣鷹山事故から２６年 

利益第一主義への逆戻りは許されない  

絶対安全めざして新宿で宣伝行動 
 
 日本航空は御巣鷹山事故の教訓を生かし、安全最優先の再建を行え！ 

御巣鷹山事故から 26 年目を迎えた 8 月 12 日、日本航空の不当解雇撤回を

めざす国民支援共闘会議と原告団は、新宿駅南口にて、安全運航の確保と

不当解雇撤回を求める大宣

伝行を動行いました。【写真

右上、左】 

日本航空は、御巣鷹山事

故で 520 名の犠牲者を出し

ながら、その反省を捨て去り、

利益第一主義の再建を突き進んでいます。「利益優先の再建」か「安全第一

の再建」かが、今、正に鋭く問われています。 
 宣伝行動には約 150 名が参加。航空安全会議の酒井孝信議長より事故の

概要が話された後、内田妙子客乗原告団長、金沢壽全労協議長、小田川義和

全労連事務局長、児玉紀子新婦人中央委員、東海林智 MIC 議長、近村一也

航空連議長、山口宏弥乗員原告団長の 7 氏が安全運航の確保と不当解雇撤

回への支援を訴えました。また参加者全員で、2,000 枚のビラを配布しました。 
8 月 10 日、日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議と原告団

は、この宣伝行動に先立ち記者会見を開催。御巣鷹山事故から 26 年目に当た

っての声明（裏面に全文）を発表しました。【写真右下：記者会見で声明を発表】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～各団体代表の訴えから～ 
 

●事故当時の経営陣が命題とした「絶対安全」「労使関係の正常化」はいまだ果たされず、新たな経営陣の下で

もっぱら利益が優先され、安全を後回しにした再建が進められています。165 名もの不当な整理解雇も利益

優先の表れです。安全運航を求める闘いは不当解雇撤回の闘いでもあります。 
●8 月 3 日、日航の不当労働行為を断罪する命令が都労委から出されました。何度も繰り返されてきた日航の

違法行為はなくならず温存されているのです。そして、この違法体質が安全を蝕んでいるのです。 
●福島第一原発も利益第一主義がもたらした事故であり、JR 西日本の事故も安全第一という公共交通機関とし

ての責務を放棄した結果です。日航の社会的使命は安全運航と利用者利便に努めることです。 
●日航は大儲けをする一方で、現場には人員削減と労働条件の改悪をしつけ、今、安全にも深刻な影響が出始

めています。京セラのような会社とお客様の命を預かる公共交通機関を同じように考えるのは間違いです。 
●「儲けよりも人命こそ第一にしてほしい」と言うのは利用者・国民の願いです。520 名もの尊い命を犠牲に

した事故を不幸な出来事として過去に葬り去ることはできません。「利益なくして安全なし」は、航空会社の

経営トップとして許されない発言です。安全第一の経営への第一歩として 165 名を職場に戻すべきです。 
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日本航空は御巣鷹山事故の教訓を生かし 

公共輸送機関の使命である「安全と公共性」の確保を最優先せよ 

―御巣鷹山事故から 26 年目にあたって（声明）― 
 

1985 年 8 月 12 日、日本航空 123 便が群馬県の御巣鷹

山に墜落、520 名の尊い命が犠牲となりました。単独機の事

故としては航空史上最悪の事故でした。改めて犠牲になら

れた方々のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の皆様に心

から哀悼の意を表します。 
あれから 26 年の歳月が経ちました。この間、現場の労働

者は日本航空経営に対して、123 便事故の反省に立ち、現

場無視・安全軽視の労務政策を転換し、絶対安全の確立に

向けての事業改善を求め続けてきました。 
その日本航空は、昨年 1 月 19 日に経営が破綻し、政府

主導の下に再建計画が進められ今日に至っています。こうし

た中で日本航空は、昨年の 12 月 31 日、年齢と病気欠勤を

理由にパイロット・客室乗務員 165 名を整理解雇するという

暴挙に出ました。 
私たちは、日本航空の経営破綻の原因は、これまで日本

航空経営が行ってきたドルの先物予約やホテル・リゾート開

発など、本業以外の事業投資への失敗、日米貿易不均衡を

理由とした米国からの圧力による過大な航空機の導入や空

港の乱造、空港整備の財源確保のための高い着陸料の設

定など、政府・航空行政にあることを度々指摘してきました。

こうした放漫経営や政府・航空行政の責任を免罪し、現在進

められているような労働者犠牲の日本航空再建を絶対に許

す訳にはいきません。  
人員削減については、1,500 名の削減目標に対して

1,733 名が希望退職に応じ、削減目標はすでに達成してい

たこと、業績についても 12 月末段階で 1,586 億円の利益を

挙げている状況もあるなど、整理解雇の必要性は全くありま

せんでした。この 3 月期の決算では 641 億円の利益目標に

対して 1,884 億円もの営業利益を達成しています。一方、現

場では大幅な人員削減と労働条件の改悪によって社員の流

失が続き深刻な影響が出ています。人手不足による労働強

化だけでなく、社員のモチベーションにも影響を与え、昨年

の秋以降、運航の現場では安全トラブルの発生が連続して

います。そのため 2 月から 3 月には国土交通省航空局の立

ち入り調査が実施されました。今まさに、日本航空の再建が

安全第一の再建か、利益優先の再建かが鋭く問われている

状況にあります。 
 稲盛会長は 5 月 16 日付の日経ビジネス誌のインタビュー

で「御巣鷹山事故以降、安全のために全ての経営資源を集

中させるという考え方。乗客の安全こそ我々の使命で、利益

を出すことは邪道と言う雰囲気があった。これでは本末転倒

です。」と答え、社員に対して、御巣鷹山事故がトラウマとな

っていると批判し“利益なくして安全なし”という経営理念を強

調しています。この稲盛氏の発言は、520 名の犠牲者とその

家族の“空の安全を願う気持ち”を冒涜するもので航空会社

のトップとしてあるまじき発言です。  
またこの発言は、御巣鷹山事故の真の事故原因究明に努

力し、「二度と事故を起こしてはならない」との決意で、日夜

必死に安全運航を支えてきたベテランのパイロットと客室乗

務員を邪魔者扱いして排除する考えと共通しているもので

す。御巣鷹山事故以前の状況を振り返れば、当時の日本航

空経営はジャンボ機の安全神話を吹聴し、一方では分裂政

策によって“もの言えぬ職場”を作りだし、整備の現場では

「儲ける整備」をスローガンに社員に意識転換を求め、自社

機の整備よりも他社機の整備で収益の拡大に力を入れてき

た歴史があります。 
経営破綻前の一昨年 12 月、作家の柳田邦男氏を座長と

する日本航空安全アドバイザリーグループは「安全への投

資や取り組みは、財務状況に左右されてはならないのであ

って、相対的に見るなら財務状況が悪化した時こそ、安全へ

の取り組みを強化するくらいの意識を持って『安全の層を』

厚くすることに精力を注がなければならないのである」と提言

しています。 
航空会社の存立基盤は安全であり、その安全を支えてい

るのは現場の労働者です。東京電力福島第一原発の爆発

事故による放射能汚染の拡大は、利益優先の経営がもたら

した典型的な例と言えます。 
また、2011 年 8 月 3 日には、日本航空の更生手続きを担

う管財人・企業再生支援機構が、昨年の人員削減施策をめ

ぐる労使協議において、労働組合に対して違法な不当労働

行為を行ったことが東京都労働委員会で認定され、不当労

働行為救済命令が交付されました。人員削減のためなら違

法行為も厭わないという、まさに利益優先の経営姿勢の表

れです。 
私たちは、日本航空に対して利益優先の再建を改め、違

法・不当な、そして人間の尊厳をも踏みにじる無法な解雇を

一日も早く撤回することを求めます。 
御巣鷹山事故から 26 年目の今日、私たちは新ためて政

府と日本航空に対して、過去の連続事故の教訓を生かし、

利用者国民の期待に応え、公共輸送機関として「安全と公

共性」重視の再建を要求するものです。  
2011 年 8 月 12 日 
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